
文化芸術のまち推進協定の一部を変更する協定書

東大阪市（以下「甲」という。）と公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団（以下「乙」

という。）は、平成２７年８月２５日に締結した文化芸術のまち推進協定について、その一

部を次のとおり変更する協定を締結する。 

第１条 原協定書第３条の協定期間中「協定期間満了の日の翌日から起算してなお５年間

更新する」を「協定期間満了の日の翌日から起算してなお１年間更新する」に変更する。

第２条 その他条項については、原協定書のとおりとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方署名のうえ、各自１通を保有す

る。

令和３年３月１日

甲 東大阪市荒本北一丁目１番１号       

                   東大阪市

代表者 東大阪市長 (自署)

乙 大阪市港区弁天一丁目２番４－７００ 

大阪ベイタワーウエスト７F
公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団 

                   理事長 (自署)


